
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）

三

改
正
前
欄二
の
継
目
無
管
）

継
目
無
管
）

一
六

改
正
前
欄

備
考
項
中

終
り
か
ら一 ネ

ー
バ
ル
黄
銅









ネ
ー
バ
ル
黄
銅
板










（
原
稿
誤
り
）終

り
か
ら

一
下

一
五
薬
効
分
類
が
同
表

の
投
与
形
態

薬
効
分
類
が
同
表

の
薬
効
分
類

令和年月日 木曜日 第号官 報
優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
十
二
億
一
千
三
十
万

円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.ta
k
a
n
o
so
g
o
.co
m
/k
o
u
k
o
k
u
/

00000001/m
P
25/

令
和
八
年
二
月
二
十
六
日

東
京
都
渋
谷
区
円
山
町
二
〇
番
一
号

新
大
宗
特
定
目
的
会
社

代
表
取
締
役

八
木

浩
史

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
二
七
億
三
、
〇
四
五

万
円
減
少
し
、
金
一
、
〇
九
〇
万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た

し
ま
し
た
。効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
三
月
三
十
日
で
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲
載

の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

要
旨
は
令
和
八
年
二
月
十
八
日
付
官
報
の
号
外
第
三
十
四

号
五
十
一
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
八
年
二
月
二
十
六
日

東
京
都
中
央
区
京
橋
二
丁
目
一
二
番
六
号
Ａ
Ｏ
Ｊ

税
理
士
法
人
内

グ
リ
ー
ン
フ
ォ
レ
ス
ト
特
定
目
的
会
社

取
締
役

出
澤

貴
人

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
三
十
八
億
七
百
万
円

減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.k
o -k
o
k
u
.jp
/

令
和
八
年
二
月
二
十
六
日

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
一
丁
目
二
〇
番
二
号
七
〇

四
号
室
嶋
本
公
認
会
計
士
事
務
所
気
付

ト
キ
ワ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

菊
地

耕
平

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
九
億
五
千
百
七
十
五

万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.k
o -k
o
k
u
.jp
/

令
和
八
年
二
月
二
十
六
日

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
一
丁
目
二
〇
番
二
号
七
〇

四
号
室
嶋
本
公
認
会
計
士
事
務
所
気
付

Ｐ
Ｓ
１
特
定
目
的
会
社

取
締
役

嶋
本

泰
治

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
九
億
五
千
百
七
十
五

万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.k
o -k
o
k
u
.jp
/

令
和
八
年
二
月
二
十
六
日

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
一
丁
目
二
〇
番
二
号
七
〇

四
号
室
嶋
本
公
認
会
計
士
事
務
所
気
付

Ｐ
Ｓ
２
特
定
目
的
会
社

取
締
役

嶋
本

泰
治

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
二
億
千
六
百
三
十
万

五
千
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
の
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お

り
で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.to
k
y
o
sp
c.co
.jp
/k
o
u
k
o
k
u
/

u
ita
tsu
m
i

令
和
八
年
二
月
二
十
六
日

東
京
都
港
区
元
赤
坂
一
丁
目
一
番
七
号

Ｕ
Ｉ

Ｔ
ａ
ｔ
ｓ
ｕ
ｍ
ｉ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

金
谷

正
文

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
十
五
億
千
四
百
六
十
万
円

減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

要
旨
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
付
官
報
の
号
外
第
六

十
九
号
七
十
八
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
八
年
二
月
二
十
六
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
一
一
番
一
号

Ｌ
Ａ
Ｏ
６
Ｊ
Ｐ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

松
澤

和
浩

訂
正
公
告

令
和
八
年
二
月
十
八
日
（
号
外
第
三
十
四
号
）
掲
載
の

左
記
会
社
に
係
る
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告
中
、「
代
表
取

締
役

鶴
山

修
司
」
と
あ
る
は
「
代
表
取
締
役

松
本

昌
一
」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
八
年
二
月
二
十
六
日

茨
城
県
東
茨
城
郡
茨
城
町
中
央
工
業
団
地
九
番
一
〇

株
式
会
社
Ａ
Ｅ
Ｓ
Ｃ
茨
城

代
表
取
締
役

松
本

昌
一

訂
正
公
告

令
和
八
年
二
月
十
九
日
（
号
外
第
三
十
五
号
）
掲
載
の

株
式
会
社
立
実
家
に
係
る
決
算
公
告
中
、
住
所
中
「薮

田
町

」
と
あ
る
は
「藪

田
町

」の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
八
年
二
月
二
十
六
日

扱

店

取
消
公
告

令
和
八
年
二
月
六
日
（
号
外
第
二
七
号
）
掲
載
の
Ｎ
Ｅ

Ｘ
Ｃ
Ｏ
中
日
本
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
に
係
る
宅
地
建
物
取

引
業
者
営
業
保
証
金
取
り
も
ど
し
公
告
は
取
消
し
ま
す
。

令
和
八
年
二
月
二
十
六
日

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
栄
二

四

一
八

Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｏ
中
日
本
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

伊
東

要

令
和
七
年
十
一
月
七
日
（
号
外
第
二
百
四
十
六
号
）
厚

生
労
働
省
告
示
第
二
百
九
十
一
号
（
ボ
イ
ラ
ー
構
造
規
格

等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
）

五
ペ
ー
ジ
第
二
条
表
中
改
正
後
欄
一
行
目
の
前
に
次
を

加
え
る
。

目
次第

一
編

第
一
種
圧
力
容
器
構
造
規
格

第
一
章
・
第
二
章

（
略
）

第
三
章

工
作
及
び
水
圧
試
験

第
一
節

工
作
（
第
三
十
九
条

第
六
十
二
条
）

第
二
節

（
略
）

第
四
章
・
第
五
章

（
略
）

第
二
編

（
略
）

附
則

同
ペ
ー
ジ
第
二
条
表
中
改
正
前
欄
一
行
目
の
前
に
次
を

加
え
る
。

目
次第

一
編

第
一
種
圧
力
容
器
構
造
規
格

第
一
章
・
第
二
章

（
略
）

第
三
章

工
作
及
び
水
圧
試
験

第
一
節

溶
接
（
第
三
十
九
条

第
六
十
二
条
）

第
二
節

（
略
）

第
四
章
・
第
五
章

（
略
）

第
二
編

（
略
）

附
則

一
〇
ペ
ー
ジ
第
三
条
表
中
改
正
後
欄
一
行
目
の
前
に
次

を
加
え
る
。

目
次第

一
章

小
型
ボ
イ
ラ
ー
構
造
規
格

第
一
節
・
第
二
節

（
略
）

第
三
節

工
作
及
び
水
圧
試
験
（
第
十
八
条

第
二

十
三
条
の
二
）

第
四
節
・
第
五
節

（
略
）

第
二
章

小
型
圧
力
容
器
構
造
規
格
（
第
三
十
三
条

第
四
十
二
条
）

附
則

同
ペ
ー
ジ
第
三
条
表
中
改
正
前
欄
一
行
目
の
前
に
次
を

加
え
る
。

目
次第

一
章

小
型
ボ
イ
ラ
ー
構
造
規
格

第
一
節
・
第
二
節

（
略
）

第
三
節

工
作
及
び
水
圧
試
験
（
第
十
八
条

第
二

十
三
条
）

第
四
節
・
第
五
節

（
略
）

第
二
章

小
型
圧
力
容
器
構
造
規
格
（
第
三
十
三
条

第
四
十
一
条
）

附
則

令
和
七
年
十
一
月
十
日
（
号
外
第
二
百
四
十
七
号
）
厚

生
労
働
省
告
示
第
二
百
九
十
二
号
（
医
療
法
第
三
十
七
条

第
四
項
及
び
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生

労
働
大
臣
が
指
定
す
る
供
給
確
保
医
薬
品
及
び
重
要
供
給

確
保
医
薬
品
）
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